
 

 

サービス提供体制確保事業補助金 
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○本補助金の申請に当たって、本作成の手引きに沿って、交付申請書等の作成を 

お願いします。 

○特に、支出を証する書類等について、提出が漏れている、通し番号の記載がない、対象部分

にマーカーが引いていない、通し番号の順番に資料が並んでいない等、案内に沿っていない

申請が非常に多く提出されています。円滑な補助金交付のため、事業者の皆さまにおかれま

しては、正確な書類の作成をお願い申し上げます。 

○今年度の申請の変更箇所については、赤字となっています。また令和５年度費用の変更箇所

は、併せて下線も引いています。令和 5年 10月以降の変更は緑字としています。令和６年

３月の追記内容（次項）は青字としています。 

○令和５年４月１日以降に発生した経費の申請受付です。 

○今年度の受付申請から、高齢施設課と介護事業指導課の所管サービスを併せて、申請するこ

とはできず、別々に申請する必要があります。 

（例：老健と通リハの同時申請は不可。別々に申請してください。） 

・高齢施設課（特養・老健・有料・養護・軽費等入所施設）※所管詳細 

・介護事業指導課（訪問系・通所系事業所、認知症ＧＨ等） 

令和６年３月作成 

(令和５年度費用版) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和６年３月の追記内容 

令和 5年度（令和６年３月 31日）までに発生した補助対象経費の考え方は次のとおり。 

 

＜【重要】補助対象経費の考え方＞ 

ア 令和６年３月勤務の割増賃金・手当の支払いが令和６年４月以降のもの 

⇒令和５年度経費として対象 

イ 令和６年３月発注の衛生用品 

感染発生：令和６年３月まで、発注：令和６年３月まで 

⇒令和５年度経費として対象 

※ 感染発生：令和６年３月まで、発注：令和６年４月以降⇒補助対象外 

ウ 消毒・清掃費、感染性廃棄物の処理費等（消毒・清掃費、感染性廃棄物の処理費は、 

1日又は、1回等の契約のもの） 

⇒実施日基準（計画書等から実施日を判断）。分けられないものは年度ごと按分し、 

令和５年度分のみ対象 

エ 令和６年３月～４月にまたがる委託契約等（消毒・清掃費、人材募集の広告費、派遣 

会社からの人材派遣に係る経費等）で、契約で日割り・月割り等の取り決めがないもの 

⇒年度ごと按分し、令和５年度分のみ対象とする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和 5 年 10 月以降の変更内容   

＜施設内療養＞ 

・施設内療養者１名あたり１日 5,000 円（９/30 までは１万円）、追加補助分は施設内療養者

１名あたり１日 5,000 円（９/30 までは１万円）※補助期間は変更なし 

・追加補助分は、大規模施設（定員 30 人以上）については施設内療養者が同一日に 10 人以

上（９/30 までは５人以上）いる場合、小規模施設（定員 29 人以下）については４人以上

（９/30 までは２人以上）いる場合とします。 

＜危険手当＞ 

新型コロナに感染した利用者への対応に係る業務手当に相当する経費（危険手当）につい

て、補助上限が１人あたり１日 4,000 円（１月あたりの限度額は２万円）となります。（９

/30 までは、限度額の基準はなし） （Ｒ５国ＱＡ３６） 
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１ 第１号様式別紙（２）作成について 
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１ 第１号様式別紙（２）作成について 
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２ 第１号様式別紙（３）作成について 
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２ 第１号様式別紙（３）作成について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 5 年 9 月 30 日まで。10 月以降は左記） ＜施設内療養＞※令和 5 年 10 月以降は次のとおりとなります。 

・施設内療養者１名あたり１日 5,000 円（９/30 までは１万円）、追加補助

分は施設内療養者１名あたり１日 5,000 円（９/30 までは１万円）※補助期

間は変更なし 

・追加補助分は、大規模施設（定員 30 人以上）については施設内療養者が

同一日に 10 人以上（９/30 までは５人以上）いる場合、小規模施設 

（定員 29 人以下）については４人以上（９/30 までは２人以上）いる場合

とします。 

別添資料２－１及び積算資料 参照 

別添資料２－１及び積算資料 参照 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/kaigo-corona.files/0314_20230420.pdf
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３ 支出を証する資料等作成について （１）需用費（衛生資材等購入） 
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３ 支出を証する資料等作成について （１）需用費（衛生資材等購入） 
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３ 支出を証する資料等作成について （２）割増賃金・手当 
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３ 支出を証する資料等作成について （２）割増賃金・手当 

 

 

 

 

 

＜危険手当＞令和５年 10 月１日からの注意点 

新型コロナに感染した利用者への対応に係る業務手当(危険手当)に相当する

経費について、補助上限が１人あたり１日 4,000 円（１月あたりの限度額は

２万円）となります。（９/30 までは、限度額の基準はなし） 

（Ｒ５ＱＡ36） 
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３ 支出を証する資料等作成について （３）宿泊費（帰宅困難職員） 
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３ 支出を証する資料等作成について （４）職業紹介料 
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３ 支出を証する資料等作成について （５）消毒・清掃 
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３ 支出を証する資料等作成について （６）施設内療養（入所・入居系事業所・施設のみ） 

 

 

（令和 5 年 9 月 30 日まで。10 月以降は左上記）

＜施設内療養＞※令和 5 年 10 月以

降は次のとおりとなります。 

・施設内療養者１名あたり１日

5,000 円（９/30 までは１万円）、追

加補助分は施設内療養者１名あたり

１日 5,000 円（９/30 までは１万

円）※補助期間は変更なし 

・追加補助分は、大規模施設（定員

30 人以上）については施設内療養者

が同一日に 10 人以上（９/30 までは

５人以上）いる場合、小規模施設 

（定員 29 人以下）については４人

以上（９/30 までは２人以上）いる

場合とします。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/kaigo-corona.files/0314_20230420.pdf
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４ 第１号様式別紙（１） 作成について 
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５ サービス提供体制確保事業補助金交付申請書兼実績報告書 作成について 
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６ チェックシート 作成について 
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７ 各課の所管サービスについて 
 

 

施設・事業所種別 所管課 

介護老人福祉施設 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

介護療養型医療施設 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

有料老人ホーム 

サービス付き高齢者向け住宅 

短期入所生活介護事業所 

短期入所療養介護事業所 

高齢施設課 

通所介護事業所 

地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む) 

認知症対応型通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所 

訪問介護事業所 

訪問入浴介護事業所 

訪問看護事業所 

訪問リハビリテーション事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

夜間対応型訪問介護事業所 

居宅介護支援事業所 

福祉用具貸与事業所 

居宅療養管理指導事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

認知症対応型共同生活介護事業所 

介護事業指導課 

 


